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全国健康保険協会（協会けんぽ）
の収支見通しについて

平成26年11月７日

～協会けんぽの財政に関する財務省試算
（財政制度等審議会財政制度分科会（平成26年10月8日）資料）について～
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度（％）

過去１０年平均
（協会けんぽ、平成１６～２５年度）協会けんぽ

平成２６年財政検証における
低成長ケースの
賃金上昇率×０．５

平成２１年財政検証における
経済低位の賃金上昇率

０％で一定

平成２１年財政検証における
経済低位の賃金上昇率×０．５

（注） １．低成長ケースは、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算（平成２６年１月２０日）」の参考ケースに準拠する経済前提であり、厚生労働省
「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し（平成２６年財政検証結果）」（平成２６年６月）における低成長（ケースＦ～ケースＨ）にも用いられているものである。
２．協会けんぽは、標準報酬月額（３月から２月の平均）の伸びであり、２５年度以前は実績、２６～２７年度は見込みである。

協会けんぽの賃金上昇率について

協会けんぽの賃金上昇率の実績は、低成長ケースの２分の１に相当する平成21年財政検証における経済低

位の賃金上昇率の２分の１を下回る水準で推移している。

平成２６年財政検証における
低成長ケースの賃金上昇率

平成２６年４～６月（実績）
０．３％

1
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協会けんぽの財政収支の将来見通し（現状維持；協会けんぽ試算）

賃金上昇率０％で一定の場合（国庫補助率16.4％、１／３総報酬割。平成26年７月試算）

現在の財政特例措置を前提に、現在の平均保険料率10％を据え置いた場合、賃金上昇率を０％で一定と仮

定すると、28年度には単年度収支が再び赤字に転落し、29年度には準備金残高が法定準備金を下回る見通

し。また、賃金上昇率を低成長ケースの２分の１と仮定した場合も、28年度以降は赤字に転落する見通し。
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賃金上昇率を低成長ケースの２分の１にした場合（国庫補助率16.4％、１／３総報酬割。平成26年７月試算）

26年度 30年度28年度 29年度27年度
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財務省試算
財政制度等審議会財政制度分科会（平成26年10月8日）資料より抜粋
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財務省試算の前提に準じた、協会けんぽ試算

賃金上昇率０％で一定の場合（国庫補助率を段階的に13％、27年度から全額総報酬割。）

財務省試算に準じ、国庫補助率を13％へ段階的引下げ（27年度：15.3％、28年度：14.2％、29年度以降：

13％）、更に27年度から後期高齢者支援金の全額総報酬割を導入し、現在の平均保険料率10％を据え置い

た場合、賃金上昇率を０％で一定と仮定すると、30年度には▲7,700億円の累積赤字となり、また、賃金上昇率

を低成長ケースの２分の１と仮定した場合も、30年度には▲2,100億円の累積赤字となる見通し。

賃金上昇率を低成長ケースの２分の１にした場合（国庫補助率を段階的に13％、27年度から全額総報酬割。 ）
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財務省試算の問題点

① 中小・小規模企業の実態に合わない経済前提
– 協会けんぽの賃金上昇率の実績は、中小・小規模企業が適用事業 所の大半を占めて
いること等により、「低成長ケースの２分の １」相当を下回る水準で推移している。

– しかし、財務省試算ではさらに高い「低成長ケースの賃金上昇 率」そのものを前提とし
ており、中小・小規模企業の実態とあまりにかい離している。

② 国庫補助率１３％は財政力格差を助長② 国庫補助率１３％は財政力格差を助長
– 近年の協会けんぽの財政の改善は、保険料率の大幅な引上げによ るものであるが、

財政の赤字構造は依然として解消しておらず、他の被用者保険との財政力の格差を解
消するために国庫補助率 20％を求めているところ。

– これに逆行した国庫補助率の引下げはありえないのではないか。



③ 「リーマンショック前に戻す」は「バブル経済に戻す」と同義
– 協会けんぽに対する国庫補助率の原則は健保法本則上「16.4%から20%の範囲で 政令で
定める率」であり、財務省が主張する国庫補助率13%はバブル経済時代 の平成4年に特例
として例外的に設定されたもの。

– 政管健保・協会けんぽは、13%の国庫補助率の下で2回累積赤字に転落してい る。また、
平成15年度の総報酬制導入以降、健保組合等との財政力の格差が顕 在化し、保険料率
格差を解消できていない。

④ 国庫補助引下げは中小・小規模企業への負担の転嫁
– 協会けんぽの準備金が増加してきた主な要因は、累積赤字を解消するための保 険料率
の大幅な引上げによるものであり、収入の低い中小・小規模企業の事業 主、そこで働く従
業員に負担の限界（保険料率10％）まで保険料を支払っていた業員に負担の限界（保険料率10％）まで保険料を支払っていた

だいた努力のたまもの。
– 準備金残高を根拠に国庫補助率を引き下げることは、事業主・加入者のこれまでの努力を
国庫が召し上げ、中小・小規模企業の事業主・加入者にさらなる負 担を転嫁することに等
しいのではないか。

⑤ 国会の附帯決議の無視
– 平成25年の健康保険法等の一部を改正する法律案の附帯決議におい て、政府は、中長
期的な財政基盤の強化を図るため、国庫補助率について、健康保険法本則（16.4％～
20％）を踏まえて検討し、必要な措置 を講ずることとされ、厚生労働大臣もその趣旨を十分
尊重する所存である旨発言している。

– 今回の財務省の提案は、この附帯決議を無視するもの。



附 則

（検討）
第二条
政府は、第一条の規定による改正後の健康保険法附則第五条及び第五条の三（国庫補助率に係る部分に
限る。）の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用
の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、
平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

附 則

（検討）
第二条
政府は、第一条の規定による改正後の健康保険法附則第五条及び第五条の三（国庫補助率に係る部分に
限る。）の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用
の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、
平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

協会けんぽの国庫補助率についての附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

三、協会けんぽについては、中長期的な財政基盤の強化を図るため、国庫補助率について、健康保険法本則
を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。

右決議する。

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

三、協会けんぽについては、中長期的な財政基盤の強化を図るため、国庫補助率について、健康保険法本則
を踏まえて検討し、必要な措置を講ずること。

右決議する。

（平成25年5月23日参議院厚生労働委員会）

協会けんぽの国庫補助率についての検討規定
（健康保険法等の一部を改正する法律（平成25年5月24日成立））

8

（参考）協会けんぽの国庫補助率に関する附帯決議等
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平成26年11月7日開催 運営委員会
資料2-2「平成27年度の保険料率について＜支部評議会における主な意見＞」より

保険料率について

激変緩和措置について

④は「意見なし」２支部を含む

①料率維持 32
②料率軽減 3
③ ①・②の両方 8
④ その他 4
合計 47

①2.5/10より大きくする 16
②2.5/10で維持する 12

福島支部評議会の
意見

68%
6%

17%

9%

①料率維持

②料率軽減

③ ①・②の両方

④ ①・②以外

福島支部評議会の
意見

仮に平均保険料率が維持された場合の都道府県単位保険料率について

④は「意見なし」５支部を含む

④は「意見なし」１９支部を含む

②2.5/10で維持する 12
③ ①・②の両方 2
④ その他 17
合計 47

①変動を容認 4
②料率維持 12
③ ①・②の両方 1
④ その他 30
合計 47

34%

26%
4%

36% ①2.5/10より大きくする

②2.5/10で維持する

③ ①・②の両方

④ ①・②以外

8%

26%

2%

64%

①変動を容認

②料率維持

③ ①・②の両方

④ ①・②以外

福島支部評議会の
意見



今後の運営委員会・支部評議会のスケジュール（H26.9.16 運営委員会資料 2-2 を基に作成）

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2･3 月

運営委員会

支部評議会

その他

（備考）

国

・H27 保険料率に関する論点

・アクションプランの評価 (Ⅱ)
（H25 パイロット事業報告等）

・H27 保険料率
（平均料率、激変緩和措置、都道府県料率 等）

・H27 事業計画

・H27 予算

・H27 都道府県単位

保険料率の決定

・H27 支部事業計画（支部の独自事業など）

・H27 予算（特別計上経費）

・データヘルス計画

・支部事業計画

・予算 (特別計上)

料率変更の場合

は、支部長から理

事長への

意見の申出が必要

（

保

険

料

率

の

広

報

等

）

保険料率

の認可等

12/2511/7 12/9

・H27 保険料率について

・事業計画、予算の決定

事業計画、

予算の認可等

概算要求

（締切）

政府予算案

閣議決定 激変緩和率

の提示

集中的な議論医療保険部会

8 月末

全国大会11/18

H27 都道府県単位

保険料率

1/30 （予定）

大枠の確定

医療保険制度改革法案

27 年通常国会

支部評議会の

意見の提出

12/15

例年、2 月上旬から中旬にかけて保険料率が決定していた。しかし、平成 26 年 11 月 21 日に衆議院が解散し 12 月に総選挙が実施される見通

しであることから、保険料率の決定が遅れる可能性が高い。（上記のスケジュールは、解散総選挙が実施されない場合）

1/14


